
No. 推奨事業メニュー 交付対象事業の名称

事業の概要
①目的・効果
②交付金を充当する経費内容
③積算根拠（対象数、単価等）
④事業の対象（交付対象者、対象施設等）

事業始期 事業終期

1
①食料品の物価高
騰に対する特別加
算

デジタル地域通貨ポイント付与・くらし
応援キャンペーン事業

①目的・効果
　真庭市電子地域通貨を活用した市民へのポイント付与、市民・
市内商店等における決済時のポイント還元キャンペーンにより、食
料品等の物価高騰の影響を受けている市民生活の支援、市内消
費を積極的に喚起し、地域経済の活性化を推進する。
②交付金を充当する経費内訳
　委託料、負担金
③積算根拠
　委託料　3,000千円
　・資材作成・ケーブルテレビ放映・地域紙掲載等PR業務委託費
用
　・問い合わせサポート窓口設置
  ・ポイント管理業務
  負担金　162,000千円
　・ポイント付与　全ユーザー　28,000人×5,000円＝140,000千円
　・利用者・事業者還元キャンペーン　22,000千円（令和7年度実績
により試算）
　総事業費 165,000千円（うち150,795千円に交付金を充当）
④事業の対象
　市民及び市内事業者

R8.1 R8.4以降

2

②エネルギー・食料
品価格等の物価高
騰に伴う子育て世帯
支援

保育園・こども園・認可外保育施設給
食材料費支援事業
（こどもはぐくみプロジェクト）

①目的・効果
　食材納入価格が高騰する中、保護者負担を据置くことで、保護
者の経済的負担を軽減し、これまでどおりの栄養バランスや質、
量を保った給食を提供する。（給食費を据置き値上げ分の67円を
支援）
②交付金を充当する経費内訳
　賄材料費
③積算根拠
　園児の1食あたり67円の支援
　67円×265,224食＝17,770千円　補助
④事業の対象
　公立認定こども園等（15園）保護者、私立園（2園）保護者、認可
外保育施設（4施設）保護者（園に勤務する教職員は対象外）

R7.4 R8.3

3

②エネルギー・食料
品価格等の物価高
騰に伴う子育て世帯
支援

園・小中学校の給食費への支援事業
（こどもはぐくみプロジェクト）

①目的・効果
　食材納入価格が高騰する中、給食費の保護者負担を据置くこと
で、保護者の経済的負担を軽減し、これまでどおりの栄養バランス
や質、量を保った給食を提供する。（給食費を据置き値上げ分の
50円を支援）
②交付金を充当する経費内訳
　賄材料費
③積算根拠
　賄材料費　29,093千円
　園児・児童・生徒の1食あたり50円の支援
　50円×581,863食＝29,093千円
④事業の対象
　久世こども園・米来こども園保護者及び市内小中学校保護者
（園及び小中学校に勤務する教職員は対象外）

R7.4 R8.3

4
④省エネ家電等へ
の買い換え促進によ
る生活者支援

ゼロカーボンシティまにわ促進事業

①目的・効果
　エネルギーコスト増等物価高騰の影響を受ける市民に対し、脱
炭素に寄与する機器及び設備の導入を補助する。これにより、エ
ネルギーコスト削減を図り、市民生活を支援するとともに、温室効
果ガスの抑制、脱炭素意識の醸成、地域の事業者への経済対策
等副次的効果も期待する。
②交付金を充当する経費内容
　補助金(ゼロカーボンシティまにわ促進補助金)
③積算根拠
　対象機器等：高効率給湯器、断熱窓
　補助率：高効率給湯器購入額（工事費込）の1/2（5万円上限）
　　　　　 ：断熱窓購入額（工事費込）の1/10　（5万円上限）
　平均補助額50千円/件 * 116件  = 5,800千円（うち3,867千円に
交付金を充当）
④事業の対象
　市内店舗・事業所で対象機器を購入した市民

R7.4 R8.2

5

⑤医療・介護・保育
施設、学校施設、公
衆浴場等に対する
物価高騰対策支援

障がい福祉サービス事業所物価高騰
緊急支援事業

①目的・効果
　エネルギー・食料品価格等の物価高騰により運営経費の増大が
生じている状況を踏まえ、障がい者へのサービス提供を行う事業
所に給付金を支給することで、市民が地域で安心して生活を送る
ための環境整備を行う
②交付金を充当する経費内容
　補助金
③積算根拠
　※1事業所あたり基本額100,000円、定員1人あたり通所系事業
所3,000円、入所系事業所5,000円
　入所系：100,000円×9事業所＋5,000円×176人＝1,780,000円
　通所系：100,000円×26事業所＋3,000円×422人＝3,866,000円
　訪問系：100,000円×14事業所＝1,400,000円
　予備枠：100,000円×2事業所＋5,000円×6人＝230,000円
　総事業費：7,276千円（うち4,598千円に交付金を充当）
④事業の対象
　真庭市内の障がい福祉サービス事業所（51事業所）

R7.10 R8.3
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6

⑤医療・介護・保育
施設、学校施設、公
衆浴場等に対する
物価高騰対策支援

介護サービス事業所物価高騰緊急支
援事業

①目的・効果
　エネルギー・食料品価格等の物価高騰により、高齢者へのサー
ビス提供を行う事業所に係る運営経費の増大が生じている状況を
踏まえ、当該事業の実施により、不安定な社会情勢下であって
も、高齢者が地域で安心して生活を送るための環境整備を行うこ
とを目的とする。
②交付金を充当する経費内容
　補助金
③積算根拠
　※1事業所あたり基本額100,000円
　※加算額：定員1人あたり通所系事業所3,000円、施設系事業所
5,000円
　基本額@100,000円×118事業所＝11,800,000円
　加算額@3,000円×699人＝2,097,000円
　加算額@5,000円×1,250人＝6,250,000円
　総事業費：20,147千円（うち12,733千円に交付金を充当）
④事業の対象
　真庭市内の介護サービス事業所等（118事業所）

R7.10 R8.3

7

⑤医療・介護・保育
施設、学校施設、公
衆浴場等に対する
物価高騰対策支援

医療機関物価高騰緊急支援事業

①目的・効果
　エネルギー・食料品価格等の物価高騰により、医療機関等に係
る運営経費の増大が生じている状況を踏まえ、当該事業の実施に
より、不安定な社会情勢下であっても、市民が地域で安心して生
活を送るための環境整備を行う。
②交付金を充当する経費内容
　補助金
③積算根拠
　※基本額：病院300,000円、診療所・歯科診療所200,000円、調剤
薬局・助産所100,000円
　※加算額：病院及び診療所については運用病床に対して加算
　　①病院　　　　　 300,000円×6機関＋5,000円×635床＝
4,975,000円
　　②診療所　　　　200,000円×18機関＋5,000円×19床＝
3,695,000円
　　③歯科診療所　200,000円×16機関＝3,200,000円
　　④調剤薬局　 　100,000円×23機関＝2,300,000円
　　⑤助産所　　    100,000円×2機関＝200,000円
　総事業費：14,370千円（うち9,081千円に交付金を充当）
④事業の対象
　真庭市内の医療機関等（65機関）

R7.10 R8.3

8

⑤医療・介護・保育
施設、学校施設、公
衆浴場等に対する
物価高騰対策支援

保育施設物価高騰対策支援事業

①目的・効果
　保育施設等が受けるエネルギー価格等の物価高騰の影響を軽
減し、安定的な施設運営を支援することを目的とする。
②交付金を充当する経費内容
　補助金
③積算根拠
　基本額：1施設当たり100,000円　加算額：定員１人あたり3,000円
　100,000円×6施設+3,000円×230人=1,290,000円（うち815千円
に交付金を充当）
④事業の対象者
　真庭市内の私立児童福祉施設（6施設）

R7.10 R8.3

9
①食料品の物価高
騰に対する特別加
算

物価高対応子育て応援手当（市追加
分）

①目的・効果
食料品等の物価高の影響が長期化し、その影響を強く受けている
子育て世帯を支援することを目的とする
②交付金を充当する経費内容
　給付金
③積算根拠
こども1人につき3千円（対象児童：約5,700人）
 3千円×5,700人=17.100千円
事務費 68千円
総事業費17,168千円（うち15,500千円に交付金を充当）
④事業の対象者
０歳から高校３年生（18歳）までのこどもの保護者

R8.2 R8.4以降

10
⑤省エネ家電等へ
の買い換え促進によ
る生活者支援

集会所施設LED照明器具交換支援事
業

①目的・効果
　エネルギー価格等の高騰の影響受ける自治会に対し、集会所の
照明のLED交換を支援することで、電気料金負担の低減を図る。
②交付金を充当する経費内容
　補助金
③積算根拠（対象数、単価等）
　100千円×100件
　総事業費10,000千円（うち9,000千円に交付金を充当）
④事業の対象（交付対象者、対象施設等）
　市内の自治会

R8.1 R8.4以降
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11
⑥中小企業・小規模
事業者の賃上げ環
境整備

事業者成長支援推進事業

①目的・効果
　物価高騰対策や賃上げに関する国や県の事業が強化される
中、これに対応して補助金を獲得する等の経営革新を行うために
は、商工会のサポートがより強く求められる（例：省力化補助金の
申請サポートや、県の経済対策の補助金）。このため、商工会の
相談等のサポート経費を補助するとともに、県の対策で拾えない
100万円以下の経営革新補助金や生産基盤の維持・発展や需要
創出につながるような法人化等の起業支援補助金を実施すること
で、物価高騰が続く中における市内事業者の底上げを支援する。
②交付金を充当する経費内容
　補助金及び負担金
③積算根拠
　商工会補助金31,000千円
　経営革新補助金(1,000千円×10件＝)10,000千円
　起業支援補助金（1,500千円×10件＝）15,000千円
　ふるさと名物支援金(500千円×３件＋100千円×５件＝)2,000千
円
総事業費58,000千円（うち52,500千円に交付金を充当）
④事業の対象
　市内に事業所を有する事業者

R8.2 R8.4以降

12
⑥中小企業・小規模
事業者の賃上げ環
境整備

福祉作業所運営支援事業

①目的・効果
　物価高騰の影響を受ける就労継続支援事業所に対し、単独での
対応が困難な施設・設備整備等に要する経費を支援することで、
事業所運営の安定化を図るとともに、障がい者の工賃水準の向上
を図る。
②交付金を充当する経費内容
　補助金
③積算根拠
■施設整備
・販売・作業スペースの新築・増改築・改装に要する経費
■設備整備
・機械装置・工具器具・什器備品の製造、購入、改造に要する経
費
・事務効率向上のための備品整備
・送迎車両の維持のための設備整備やタイヤ等の消耗品など
◆補助基準額（税込み）
・実費（上限500千円）
　10事業所×500千円＝5,000千円（うち4,500千円に交付金を充
当）
④事業の対象
・就労継続支援事業所

R8.2 R8.4以降

13
①食料品の物価高
騰に対する特別加
算

米価高騰対策事業

①目的・効果
　物価高騰への対応として、特に近年価格上昇がの著しい米につ
いて、価格転嫁が困難である市内の中食・外食業者等に対して支
援を行うことで、事業継続を後押しするとともに、市民生活を支え
る
②交付金を充当する経費内容
　補助金
③積算根拠
　米仕入れ1俵あたり6,500円を補助
　6,200俵×6500円　≒　40,000千円（うち36,200千円に交付金を
充当）
④事業の対象
　市内に事業所を有する外食・中食事業者又は米穀加工事業者

R8.2 R8.4以降

14
⑧農林水産業にお
ける物価高騰対策
支援

飼料高騰対策事業

①目的・効果
　穀物需要の増加や飼料価格の高騰により畜産経営に影響を受
けている市内畜産農家に対し、その高騰を軽減し、経営の安定と
継続を図ることを目的とする支援金を交付する。
②交付金を充当する経費内訳
　補助金
③積算根拠
　真庭市内で飼養する頭数（県飼養頭羽数調査等による頭数）に
対し配合飼料の高騰分の1/3を支援する。
　乳用牛1,800円/頭、肉用牛（繁殖）1,800円/頭、肉用牛（肥育）
700円/頭、養豚200円/頭
乳用牛：1,800円×3,018頭=5,432,400円
肉用牛（肥育）：1,800円×912頭=1,641,600円
肉用牛（繁殖）：700円×1,350頭=945,000円
豚：200円×785頭=157,000円
総事業費：8,176,000円（うち7,400千円に交付金を充当）
④事業の対象
　市内に住所又は事業所を有する個人・法人が飼養する家畜頭数
に応じ補助金を交付

R8.2 R8.4以降
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15
⑧農林水産業にお
ける物価高騰対策
支援

酪農集中対策事業

①目的・効果
　物価高騰による酪農家等の負担を軽減し、担い手の育成及び地
域経済の活性化を図るために必要となる設備導入・更新等の生産
基盤強化に必要な費用の一部を支援する。
②交付金を充当する経費内訳
　補助金
③積算根拠
　酪農業の実施に必要な農業用機械等の導入へ1/2又は定額を
支援する。（上限額：個人10,000千円、法人又は団体20,000千円、
審査を経て適当と認められる者30,000千円）
平均機械価格8,340千円×24件×1/2≒100,000千円
　人工授精に要する資材費（ボンベ等）へ1/2補助する。（上限額：
300千円）　ボンベ300千円×4件×1/2＝600千円
　酪農業等の担い手の育成に資する取組に係る経費へ定額補助
する。【9400千円】
　総事業費110,000千円（うち99,700千円に交付金を充当）
④事業の対象
　市内で酪農業を営む個人若しくはこれら個人で構成される団体
又は法人※公益財団法人も可
　市内に住所を有し、家畜人工授精師の資格を有している者
　公益財団法人　中国四国酪農大学その他市内で酪農業等の担
い手の確保に関する取組を行っている者

R8.2 R8.4以降

16
⑧農林水産業にお
ける物価高騰対策
支援

農業生産維持・発展事業

①目的・効果
　人口減少や資材費の高騰にあって、より効率的かつ意欲的に農
業生産に取り組む農業者の設備投資を支援し、生産コストの低減
と経営の安定化を図ることで、将来にわたる物価高騰等にも対応
可能な持続的農業を実現するとともに、真庭版農業支援サービス
事業体を核とした作業体制の実現を推進する。
②交付金を充当する経費内容
補助金
③積算根拠
　（コンバイン20,000千円×3台＋ドローン4,000千円×3＋スピード
スプレイヤー6,000千円×２＋ロボット草刈り機4,000千円×2＋ハ
ンマーナイフモアー6,000千円×２台＋積載車10,000千円×１台）
×1/2　【57,000千円】
　資材費等（1/2　上限100万円）×７件＋当初事業（7,300千円）
　【14,300千円】
　総事業費71,300千円（うち64,600千円に交付金を充当）
④事業の対象
　市内農業者、市内に事業所を有する事業者であって、市の伴走
等を行うもの
　認定農業者、認定新規就農者であって、経営改善計画等に基づ
くもの

R8.2 R8.4以降
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⑧農林水産業にお
ける物価高騰対策
支援

木材事業者等支援事業

①物価・資材価格の高騰や人手不足といった厳しい経営環境に対
応するため、将来にわたって真庭の林業・木材産業をけん引する
事業者に対し、高性能林業機械等の導入を支援し、作業の効率
化・省力化及び生産コストの低減を図ることで、持続的かつ安定
的な林業・木材産業の経営基盤の強化を推進する。
②交付金を充当する経費内訳
補助金
③積算根拠
高性能林業機械等導入費　10,000千円×5件＝50,000千円（うち
45,300千円に交付金を充当）
④市内素材生産者・木材産業事業者

R8.2 R8.4以降
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⑩地域公共交通・物
流や地域観光業等
に対する支援

二次交通利用・SDGs周遊推進事業

①目的・効果
エネルギー・物価高騰の影響により減退している観光消費の回
復・底上げを図るため、地域波及効果のある需要喚起策に取組
み、外貨獲得と内需拡大を推進することで地域への観光消費拡大
を促進する。
②交付金を充当する経費内容
負担金
③積算根拠
二次交通：40千円×75台（バス助成）＋3千円×400台（レンタ
カー）＋運賃半額（約５千円）×60台（タクシー）＋広告宣伝費等
（500千円）
バイオマスツアー：100千円（WEB修正）＋1,050千円（見学資料修
正）＋610千円（PRチラシ制作）＋240千円（ツアー用品）
市内SDGs交流ツアー：143千円×36団体（バス代）＋1,100円×
900人（体験代）＋990円×900人（企画料）＋71千円（広告宣伝
費）
　総事業費14,100千円（うち12,700千円に交付金を充当）
④事業の対象
旅行会社、観光客個人、地域住民及び団体

R8.3 R8.4以降
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⑩地域公共交通・物
流や地域観光業等
に対する支援

福祉移送サービス事業

①目的・効果
　人件費や燃料価格等の物価高騰の影響により厳しい経営環境
に置かれている真庭市福祉移送サービス運行事業者に対し、事
業継続を下支えするための支援を行うことで、福祉移送サービス
事業の安定的かつ持続的な運営の確保を図る。
②交付金を充当する経費内容
　補助金
③積算根拠
　福祉車両の更新及び運転手の講習受講費用等の合計額　上限
4,000千円（うち3,600千円に交付金を充当）
④事業の対象
　真庭市福祉移送サービス運行事業者

R8.2 R8.4以降
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⑦医療・介護・保育
施設、学校施設、公
衆浴場等に対する
物価高騰対策支援

高齢者等給食サービス物価高騰対策
支援事業

①目的・効果
　食材納入価格が高騰する中、給食サービスの利用者負担を据
置くことで、利用者の経済的負担を軽減し、これまでどおりの栄養
バランスや質、量を保った給食サービスを提供する。（利用料を据
置き値上げ分の100円を支援）
②交付金を充当する経費内容
　補助金、介護保険特別会計への繰出し
③積算根拠
　１食あたり100円の補助
　　23,950食×100円=2,395千円（うち2,122千円に交付金を充当）
④事業の対象
　高齢者等給食サービス事業・生活支援サービス事業・食の自立
支援事業の受託業者（サービス利用者に係るもののみ。従業員分
は含まない）

R8.2 R8.4以降


